
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

中心経営体

㏊ ㏊

㏊ ㏊

㏊ ㏊

計 ㏊ ㏊

0.1 小野認農法 C しいたけ 0.1 しいたけ

実質化された人･農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

大垣市

三城地区
（三塚町、今宿、加賀野、小野、
東町、波須、中ノ江、万石、
三本木、大村、上面、鶴見町）

令和5年2月28日平成31年3月28日

①地区内の耕地面積 90.3 ㏊

三城地区の農業の現状は、主食用水稲を中心とし、一部で認定農業者によるいちごの栽培が行われてい
る。一方で農業従事者の高齢化、農家数の減少、後継者不足などの問題を抱えている。中心となる経営
体は確保されているものの、十分とはいえない状況である。地域の50％程が市街化区域であり、環境整
備の問題や固定資産税の負担感などもあり、農業への意識が低いことも問題となっている。

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 74.0 ㏊

③地区内における60才以上の農業者の耕作面積の合計 38.5 ㏊

ⅰ　うち後継者がいない農業者の耕作面積の合計 11.2 ㏊

ⅱ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 11.6 ㏊

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 5.0 ㏊

（備考）　　生産調整の対象水田を基にアンケート調査を実施した。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

既存の法人を中心経営体に位置づけ、地域の農地集積･集約化を進める一方で耕作放棄地が増加すること
が懸念されるため、集落ごとに受け手となってもらえる先を検討し、小規模でも農地管理を行うことが
できる担い手の育成を推進していく。将来的には営農組織の立ち上げも視野に入れ、担い手の育成を推
進していく。
農地中間管理事業等の契約が終期を迎えた農地については、引き続き中心経営体に農地集積を行ってい
き、経営の安定化を目指す。

属性
農業者

（氏名･名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

認農法 A 水稲、小麦 29.6 水稲、小麦 34.6

三塚町、今宿、
加賀野、小野、
東町、波須、
中ノ江、万石、
三本木、大村、
上面

加賀野認農 B いちご 0.3 いちご 0.3

3人 30 35
「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

○農地の貸付け等の意向
　貸付けの意向が確認された農地は、30筆、18,999㎡となっている。
　売却予定の意向が確認された農地は、47筆、23,986㎡となっている。

○農地中間管理機構の活用方針
　地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
　農業をリタイア･経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
　農地中間管理事業等の契約が終期を迎えた農地については、引き続き中心経営体に農地集積を進め
る。

○基盤整備への取組方針
　農業の生産効率の向上や農地集積･集約化を図るため、農地所有者の同意を得た上で畦畔の撤去等を行
い、農地の大区画化等の基盤整備に取り組む。

○災害対策への取組方針
　風水害、異常気象等の被害対策として、収入保険への加入を勧める。

○市街化区域内の農地の活用方針
　市街化区域の農地については、周辺の環境に影響を及ぼさないように適正管理に努めるとともに、新
たな活用方法を検討していく。

○水や畦畔の草の管理方針
　水や畦畔の草管理については、担い手と地域が話し合い、適正管理に努めていく。




